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障害者総合支援法第４６条第１項のとおり、指定障害福祉サービス事業者は、指定された内容

に変更があったときは、１０日以内に、その旨を倉敷市に届け出すること。ただし、事業所の名

称・所在地の変更については、変更の影響が大きいことより、変更予定日の属する月の前月１５

日までに、倉敷市に届出を行うこと。万が一、届出が遅れた場合は遅延理由書（任意様式）を作

成・添付し、提出すること。 

なお、市に変更の届出を行う際は、「変更届に係る添付書類チェックリスト」を参考 

に不足書類がないように気をつけること。 

 

＜変更に関する事項＞ 

・事業所の名称及び所在地 

・法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名，住所 

・定款，寄附行為等及びその登記事項又は条例等 

・事業所の平面図及び設備の概要 

・事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名，住所 

・運営規程 

➀

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。）については、利用者や指定特定

相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月１５日以前になされた場合

には翌月から、１６日以降になされた場合には翌々月から算定を開始する。ただし、福祉・介護

職員等処遇改善加算については、提出のあった月の翌々月から算定する。（福祉・介護職員処遇

改善加算については、年度当初の特例として４月１５日までに提出があった場合、４月１日に遡

って算定を行うことがある。） 

なお、市に加算の届出を行う際は、「加算体制届出書類チェック一覧及び書類審査留意事項」

を参考に不足書類がないように気をつけること。 

 

➁ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い 

指定障害福祉サービス事業所等の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又

は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届け出ること。 
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障害者総合支援法第４１条にて、指定障害福祉サービス事業所は６年ごと更新を受けなけれ

ば、その期間の経過によって、指定の効力を失うとされる。指定更新を行う場合は、指定有効期

限の前月末日までに倉敷市へ指定更新申請書類を提出すること。 

 更新に関する「お知らせ」通知を、指定有効期限の前々月末までに倉敷市から各事業者・施設

設置者（法人あて）に送付するが、各事業所においても指定更新申請書類の提出時期を把握して

おくこと。 

なお、市に指定更新申請の届出を行う際は、「居宅介護事業所（重度訪問介護、同行援護、行

動援護）の指定更新申請に係る提出書類の一覧表」を参考に不足書類がないように気をつけるこ

と。 

 

 障害者総合支援法第４６条第２項及び第７９条第４項にて、指定障害福祉サービス事業所は事業廃

止（休止も含む。以下同じ。）の際、廃止の日の１か月前までに、その旨を届出ることとなって

いる。 

事前に事業所指導室に相談のうえ、利用の移行先の調整を行い、利用者の移行先リストを添付

のうえ廃止の届出をすること。 

※必要に応じて、現利用者に対してその希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録

等、事業者として利用者に対し責任ある対応を図ったことが確認できる資料も併せて提出を求め

ることがある。 

※事業を再開する場合、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態等が休止前と異なる場

 加算の種類 算定開始月 

算定に当たり届出が必

要な加算 

特定事業所加算 

地域生活支援拠点（緊急時対応加算の所定単

位数＋50単位上乗せを算定する場合） 

毎月１５日以前に提出 

⇒翌月から 

福祉・介護職員等処遇改善加算 

 

月末までに提出 

 ⇒翌々月から 

算定に当たり届出が不

要な加算 

特別地域加算 

緊急時対応加算 

初回加算 

利用者負担上限額管理加算 

喀痰吸引等支援体制加算 

福祉専門職員等連携加算 

行動障害支援指導連携加算 

移動介護加算 

移動介護緊急時支援加算 
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合には、その内容について、あらかじめ相談し、提出書類の内容を確認したうえで、再開届出書

を提出すること。 

 

【主な関係法令と省略表記一覧】 

関係法令 省略表記 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年１１月７日法律１２３号） 

障害者総合支援法 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関

する基準（平成１８年９月２９日厚生労働省令第１７１号） 

基準省令 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関

する基準について（平成１８年１２月６日障発第１２０６００１号

） 

解釈通知 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに

要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年９月２９日厚生労

働省告示第５２３号） 

報酬告示 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに

要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意

事項について（平成１８年１０月３１日障発第１０３１００１号） 

留意事項通知 

※上記の法令・通知等は，厚生労働省ホームページ等でご確認ください。 

〇厚生労働省 法令等データベースシステム（http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/） 

  

10



11



12



13



14



15


